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提  案  理  由 

 

議案第４号 令和３年度養父市一般会計予算 

 

議案第５号 令和３年度養父市国民健康保険特別会計予算 

 

議案第６号 令和３年度養父市養父歯科診療所特別会計予算 

 

議案第７号 令和３年度養父市後期高齢者医療特別会計予算 

 

議案第８号 令和３年度養父市介護保険特別会計予算 

 

議案第９号 令和３年度養父市水道事業会計予算 

 

議案第10号 令和３年度養父市下水道事業会計予算 

 

  理  由 上記７議案は、令和３年度の予算を定めるため、議会の議決を

求めるものである。 

 

議案第11号 養父市職員の給与に関する条例及び養父市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

  理  由 本件は、職員の時間外勤務手当等の算定に用いる勤務１時間当

たりの給与額の算出方法について、年間勤務時間を、これまで年

間50週として算出していたが、その年度の祝日等を差し引いた実

際の勤務時間から算出しようとするものなど、所要の改正を行う

ものである。 

なお、施行日は、令和３年４月１日からである。 

 

議案第12号 養父市元気な養父づくり応援寄附条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

  理  由 本件は、令和２年度から開始した企業版ふるさと納税につい

て、事業を次年度以降に執行できるよう、養父市元気な養父づく

り応援基金に積み立てるため、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、公布の日からである。 

 

議案第13号 まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生条例の一部を改正する

条例の制定について 
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  理  由 本件は、「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略」

の根拠条例である本条例において、総合戦略の期間終了期日であ

る令和３年３月31日をもって失効する規定を設けているが、総合

戦略を１年間延長することに伴い、条例の失効規定についても１

年間延長しようとするものである。 

なお、施行日は、公布の日からである。 

 

議案第14号 養父市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、令和２年度から導入した、マイナンバーカードを利用

した証明書等の「コンビニ交付」について、利用促進のため、ま

た、マイナンバーカードの普及推進の一環として、コンビニ交付

を利用した場合の証明書等の手数料を減額しようとするもので

ある。 

なお、施行日は、令和３年４月１日からである。 

【改正内容】 

・住民票等１件300円の証明書等  → １件150円 

・戸籍謄本等１件450円の証明書等 → １件300円 

 

議案第15号 養父市コミュニティセンター設置及び管理条例及び養父市地域

まちづくりセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

  理  由 本件は、地域自治組織の拠点施設について、「養父市地域まち

づくりセンター設置及び管理条例」に集約するよう調整を進めて

おり、今回、「木の香る浅野校区コミュニティセンター」につい

て、国・県との協議及び自治協議会との合意が整ったことから、

同条例に加えるとともに養父市コミュニティセンター設置及び

管理条例から削除しようとするものである。 

 なお、施行日は、令和３年４月１日からである。 

 

議案第16号 養父市多目的集会センター設置及び管理条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

議案第17号 養父市木の香る交流促進センター設置及び管理条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

  理  由 上記２議案は、養父市公共施設等総合管理計画に基づき、区の

集会施設（公民館）については、地元区と協議の上、準備の整っ

た区から無償譲渡を進めており、今回、３施設について合意形成

が図られたこと及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定について、国等の
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承認を得ることができたため、それぞれの条例から当該施設を削

除しようとするものである。 

なお、施行日は、令和３年４月１日からである。 

【譲渡する施設】 

・蔵垣多目的集会センター 

・和田多目的集会センター「和田会館」 

・養父市木の香る小城交流促進センター 

 

議案第18号 養父市福祉医療費等助成条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

  理  由 本件は、在宅医療の進展に伴う訪問看護ステーションのニーズ

の高まり等を受け、県の福祉医療制度の助成対象に訪問看護療養

費が加えられること及び健康保険法施行令等の一部を改正する

政令（令和２年政令第381号）が令和２年12月24日に公布され、

令和３年１月１日等から施行されたことに伴い、所要の改正を行

うものである。 

 なお、施行日は、令和３年７月１日からである。 

【改正内容】 

・訪問看護療養費の追加 

・給与所得控除等の引下げ及び基礎控除額の引上げに伴う所得算

定方法の変更 

・ひとり親控除の新設に伴い、寡婦控除のみなし適用規定を廃止 

 

議案第19号 養父市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

  理  由 本件は、建屋診療所及び大谷診療所の閉鎖に伴い、条例から２

施設を削除するものである。 

なお、施行日は、令和３年４月１日からである。 

 

議案第20号 養父市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、第８期介護保険事業計画への改訂に当たり、今後３年

間の第１号被保険者数、要介護認定者数等及び介護サービス量、

介護給付費等を推計したところ、保険料基準額を7,000円から

6,950円（△0.7％）に引下げが可能であること及び健康保険法施

行令等の一部を改正する政令が令和２年12月24日に公布され、令

和３年１月１日等から施行されたことに伴い、所要の改正を行う

ものである。 

なお、施行日は、令和３年４月１日からである。 

 



－4－ 

議案第21号 養父市特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業の使用料及

び利用者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

  理  由 本件は、子育て支援の一環として、令和３年度から当分の間、

０歳児から２歳児までの保育料を無償化するため、所要の改正を

行うものである。 

 なお、施行日は、令和３年４月１日からである。 

 

議案第22号 養父市立幼保連携型認定こども園設置条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

  理  由 本件は、広谷こども園管内の保育需要の高まりを受け、令和２

年度に広谷こども園の改修を行い、受入れ可能園児数が増加した

ため、同こども園の定員を150人から180人とするものである。 

 なお、施行日は、令和３年４月１日である。 

 

議案第23号 第２次養父市総合計画の変更について 

 

議案第24号 まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略の変更につい

て 

 

  理  由 上記２議案は、「第２次養父市総合計画」及び「まち・ひと・

しごと・ふるさと養父市創生総合戦略」について、計画終了年度

である令和２年度に「総合計画」及び「総合戦略」を一体化した

「（仮称）養父市まちづくり計画」の策定を予定していたが、コ

ロナ禍により策定事務に支障を来しており、今年度中の策定が困

難となったことから、地方創生の深化を図り、切れ目ない取組を

進めるため、計画を策定するまでの間、既存計画の期間を延長し

ようとするものである。 

 

議案第25号 財産の無償譲渡について 

 

議案第26号 財産の無償譲渡について 

 

議案第27号 財産の無償譲渡について 

 

  理  由 上記３議案は、議案第16号及び議案第17号により、協議の整っ

た３集会施設（公民館）について、各区に無償譲渡するため、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６号の規定によ

り、議会の議決を求めるものである。 
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議案第28号 財産の無償譲渡について 

 

  理  由 本件は、大屋町横行地内に配置していた消防車両を廃車したこ

とに伴い、大屋第６分団（横行）車庫を公用に供する必要がなく

なったことから、養父市公共施設等総合管理計画に基づき、横行

区と協議を行った結果、合意形成が図られたため、無償譲渡しよ

うとするものである。 

 

同意第１号 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

  理  由 教育委員会の委員の任命について、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項の規定に

より、議会の同意を求めるものである。 

【任期】令和３年５月29日～令和７年５月28日 

 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

  理  由 人権擁護委員の推薦について、人権擁護委員法（昭和24年法律

第139号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるもの

である。 

【任期】令和３年７月１日～令和６年６月30日 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


